
　高齢者の安全運転を支援する
ため、自家用車に急加速や急発
進を抑制する装置を設置する費
用を補助します。希望する人は、
事前に相談してください。
　詳しくは、本危機管理室(ＴＥＬ
㉒２１３０)へ。

70歳以上の人へ自動車の後付け安全運転支援装置の
設置費用を支援します

対象者　本市に住民登録がある
満70歳以上の人など
対象装置と自動車　次の①～③
を満たす装置と④～⑥を満たす
自動車
①国の認定を受けた　②ディー
ラー､ 自動車用品店などで設置　
③令和７年４月１日以降に設置　
④普通･小型･軽自動車で自家用
車　⑤車検証の使用者が申請者　

　 ID　６８３１

　振り込め詐欺などの被害に遭うことを防ぐた
め、高齢者を対象に電話機などの購入･設置費用
の補助を行います。補助を受けるには、購入･設
置前の申請が必要です。
　詳しくは、本危機管理室(ＴＥＬ㉒２１３０)へ。

対象　本市に住民登録がある、65歳以上の人がい
る世帯員などの要件を満たしている人
対象機器　着信時に相手に警告メッセージを発
し、通話内容を自動録音する機能がある電話機ま

防犯機能付き電話機等の購入費用を補助します
たは電話機に取り付ける機器
補助金額　金額の２分の１（上限5,000円･100円未
満の端数は切り捨て）
申請の流れ　①購入･設置前に事前申込書などを
提出　②市から審査結果の連絡　③購入･設置　
④購入･設置後に申請書兼請求書の提出　⑤市か
ら補助金の振り込み
※申し込みを第三者に委任することができます
申込開始日　４月15日(火)
※予算に達し次第締め切り

　 ID　６590

　高齢者を狙った訪問詐欺や重要犯罪が増加して
いることから、住宅やその周辺で発生する可能性
のある犯罪を未然に防ぐため、防犯対策機器の購
入･設置費用の補助を行います。補助を受けるに
は、購入･設置前に申請が必要です。
　詳しくは、本危機管理室（ＴＥＬ㉒２１３０）へ。

対象者　本市に住民登録がある、世帯員に65歳以
上の人がいるなどの要件を満たしている人
対象機器　▷防犯カメラ(ダミーカメラは対象外)　
▷人感センサーライト　▷カメラ付きインターホン
※本体の設置に必要となる録画機、モニター、セ
ンサーなども対象とします

防犯カメラなどの購入等費用の補助を始めます
補助金額　購入･設置費
用合計額の２分の１(上
限２万円)
申請方法　①購入(設置)
前に申請　②補助金交付
決定後に防犯対策機器を
購入･設置  ③請求書に必
要書類を添付し、実績報
告を行ってください
※申請を第三者に委任
することができます
申請開始日　５月１日(木)午前10時
※予算に達し次第締め切り

　 ID　１205８

⑥車検証の有効期間がある
補助金額　設置金額の２分の１
(上限２万円･100円未満の端数
は切り捨て)
申請方法　装置を設置後、申請
書（危機管理室にあります）に必
要書類を添えて、危機管理室へ
提出
申請開始日　５月１日(木)
※予算に達し次第締め切り
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　市民の皆さんに選挙への関心を持ってもらう
ため、投票立会人を募集します。応募者を投票
立会人候補者名簿に登録し、選挙ごとに日程や
立ち会う投票所を調整して、選任します。
　詳しくは、市選挙管理委員会事務局(本総務
課内・ＴＥＬ㉒２１１２)へ。

対象　1８歳以上で市の選挙人名簿に登録されて
いる人
主な仕事内容　▷投票が公正に行われているか
どうか見守る　▷投票終了後、投票箱の開票所
への送致に立ち会う
立会時間　投票日当日の午前７時～午後６時

（投票箱の送致に立ち会う場合は送致完了まで）
報酬　１万９00円（昼食は支給します）
応募方法　登録申込書を市選挙
管理委員会へ持参または郵送（〒
３７７－８501･石原８0）するか、右の２
次元コードから応募してください
その他　市ホームページに掲載の
｢渋川市投票立会人公募要領｣をご覧ください

選挙の投票立会人をしてみませんか
　 ID　１2059

　市が抱える「人口減少」などの課題を、市民の皆
さんと共有し、共に市の未来を考えるミニシンポ
ジウムを開催します。
　詳しくは、本政策戦略課(ＴＥＬ㉕８４１９)へ。

とき　４月24日(木)午後６時～７時30分
ところ　金島公民館（今後各地区で順次開催予定）
内容　テーマ（人口減少やこれに伴う学校･公共施
設のあり方、行政サービスの維持など）に対する
市の説明と、参加者間での意見交換を行います
定員　50人（先着順） 
申込方法　氏名･年齢･住所･ 電話番
号を記載しメール（mirai@city.shibu
kawa.gunma.jp）または右の２次元
コードから応募フォーム、もしくは
電話で、政策戦略課に申し込んでください
申込開始日　４月１日

しぶかわ未来共創
スプリングセッションｉｎ金島

　市は、４０歳以上の市国保加入者で「特定健康診
査」または「人間ドック」を受
診した人へ、健診ポイントを
支給します。対象者には、市
が健診などの受診結果を確認
後（概ね受診月の２～３カ月
後）、申請に関する通知を送
付します。通知が届きました
ら申請してください。
　詳しくは、本保険年金課（ＴＥＬ
㉒２４２９）へ。

支給ポイント　渋Pay2，000ポ
イント（2,000円相当）
支給方法　｢アプリへのチャ
ージ｣か｢カードの支給｣の、
いずれか希望する方法

国保健診ポイントを
健診受診者へ支給します

　　 ID  １2１4８ ID  １20６2

▲電子申請は
　こちら

【投票の流れ】総務省ホームページより
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　渋川市立地適正化計画に定める居
住誘導区域（市役所周辺･渋川駅周辺
(図1)または八木原駅周辺(図2)）に
一定規模の住宅を新築または購入す
る市民に、最大6０万円を補助します。
　詳しくは、二都市政策課（ＴＥＬ㉒
２０７３）へ。

居住誘導区域に住宅を取得する市民を支援します

補助要件　次の全てに該当する
こと
①住宅取得の契約前に市へ事業
計画の認定申請を行い、認定を
受けている
②市に住民登録をしてから２年
以上経過している

　 ID　9554

　市内に住宅を新築または購入し、市外から転入
した人へ助成金を交付します。一律５万円を助成
するほか、各種の支援のための加算があり、最大
１２８万円(特別加算該当の場合は最大２２８万円)を助
成します。
　詳しくは、本市民協働推進課(ＴＥＬ㉒２４０１)へ。

助成対象者　市内に住宅を新築または購入し、市
外から転入した人
助成要件　次の全てに該当すること
▷市に初めて住民登録をするまたは転出後１年以
上経過し再転入している
▷市に住民登録をしてから２年以内および所有権
保存(移転)登記をした日から１年以内である
▷前年度の市区町村税を滞納していない
▷居住地の自治会に加入している
助成額　５万円(加算額を含め最大12８万円、特別
加算該当者はさらに100万円）

市内に住宅を取得した移住者に助成金を交付します

加算額(一部例)
▷助成対象者が40歳未満＝10万円　▷新築時市内
業者利用＝３0万円　▷空き家バンクの登録物件取
得＝３0万円　▷中古住宅取得＝10万円　▷助成対
象者が県外からの移住＝20万円　▷市内企業に新
規就職＝10万円　▷市消防団に新規加入＝３万円
申請方法　申請書（市民協働推進課または市ホー
ムページにあります）に必要書類を添えて、市民
協働推進課へ　※予算に達し次第締め切り
その他　詳細はホームページを確認してください

　 ID　３794

③①の認定を受けてから２年以
内および所有権保存（移転）登記
をした日から６カ月以内である
※その他の要件もあります
補助額　20万円（加算額を含め
最大60万円）
加算額(一部例)
▷補助対象者または配偶者など
が40歳未満＝５万円／３0歳未満
＝10万円
▷補助対象者と同一世帯に15歳
以下の子どもがいる＝子ども一
人につき５万円
▷取得する住宅の所在地が市役
所周辺・渋川駅周辺＝10万円　
申請方法　申請書（都市政策課
または市ホームページにありま
す）に必要書類を添えて、都市
政策課へ　
※予算に達し次第締め切り

［図2］［図1］

八木原駅

渋川駅
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■空家活用支援事業補助金
補助要件(一例)
▷空き家の所有者または空き家を取得
し、居住する目的でリフォームする人
▷対象物件は個人が所有し、１年以上空き家とな
っている
▷共同住宅、長屋住宅、給与住宅ではない
▷工事を市内事業者に発注する
補助額　20万円以上の費用に対し10分の１（上限
３0万円）
加算　市外転入者や若者夫婦世帯などへ20万円
の加算があります
ホームページID　３８３８

空き家のリフォームまたは解体費用を補助します
　

　脱炭素社会の実現に向け、住
宅の省エネルギー化のためのリ
フォームにかかる費用を補助し
ます。詳細は、市ホームページ
を確認してください。
　詳しくは、二建築住宅課(ＴＥＬ
㉕７１９１)へ。

対象　市内に住民登録をしてい
る個人で、市税を滞納していない
対象住宅　自分が居住する個人
住宅
補助要件(例)　▷市内の事業者
に発注する　▷工事着手前（着
工前）である　▷新築、別荘等
の物件や、賃貸･売買などの目
的の住宅でない　▷リフォーム
箇所について、市の他の補助制
度を利用していない

補助額　20万円以上の費用に対
し20分の１(上限10万円)
申請方法　申請書（市ホームペ
ージまたは建築住宅課にありま
す）に必要書類を添えて、建築
住宅課へ
※予算に達し次第締め切り
申請開始日　４月１日

　空き家を住宅として改修･解体する工事の支援
を実施しています。必ず工事着工前に申請してく
ださい。その他の要件などがありますので、事前
に建築住宅課へ相談してください。
　詳しくは、二建築住宅課(ＴＥＬ㉕７１９１)へ。

　 ID　１0３８2

住宅エコリフォーム費用を補助します

〈共通事項〉
申込開始日　４月１日（火）
※予算に達し次第締め切り
申込方法　申請書(建築住宅課または市
ホームページにあります)に必要書類を
添えて、建築住宅課へ提出

■空家解体事業補助金
補助要件（一例）
▷空き家の所有者またはその相続人
▷対象の物件は、個人が所有し、１年
以上空き家または特定空家となっている
▷工事を市内事業者に発注する
▷所有権以外の権利が設定されていない
▷空き家の全部を解体する
▷公共事業によるものではない
補助額　20万円以上の費用に対し10分の１（上限
20万円）
加算　居住誘導区域内にある空家を解体する場合
は、10万円の加算があります
ホームページID　３７９5

( 別表 )　　　　　　　　　補助対象となる改修工事
種類 内容

外装
屋根のふき替え、塗装など 断熱、遮熱性能が向上するもの
外壁の張り替え、塗装など
開口部に係るもの 断熱性能が向上するもの

内装 床、壁、天井など全般

設備
給排水衛生設備 節水、節電または高効率のいずれかに

該当するもの
空気調和設備 節電、省エネまたは高効率のいずれか

に該当するもの電気設備
上記に付随するもの

※補助対象とならない工事の例は、市ホームページを確認してください
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　子どもの良質な成育環境を整
備するため、令和７年度も、就
労要件などを問わずに月一定時
間まで、時間単位で利用できる
「こども誰でも通園事業」を実施
します。
　詳しくは、本こども支援課(ＴＥＬ
㉒２４１5)へ。

対象児童　次の全てに該当する
児童
▷本市に住民登録している
▷幼稚園､ 保育所､ 認定こども
園､ 特定地域型保育施設および
企業主導型保育施設に在籍して

　全国的な少子高齢化や社会情勢の変化に伴い、
学校を取り巻く環境が大きく変化しています。市
は、子どもたちが将来にわたって望ましい環境で
学び続けられる学校のあり方を検討するため、新
たに｢渋川市立小中学校適正規模･適正配置検討委
員会｣を設置します。会議は学校･地域･保護者･有
識者･市民などで構成し、市民の代表として意見
を聞かせていただく委員を公募します。
　詳しくは、二教育総務課（ＴＥＬ㉒２０７6）へ。

募集人数  １人
任期  令和７年６月１日～令和９年５月３1日（２年）

時間単位で柔軟に利用できる
こども誰でも通園事業の利用者を募集します

　 ID　１１３１１

いない
▷０歳６カ月～満３歳未満
利用可能時間　午前９時～正午
※１時間単位の利用になります
※児童１人当たり月10時間ま
で
利用可能日　月･水･金曜日(祝
日、年末年始、県民の日などを
除く)
実施施設
▷４～６月＝渋川幼稚園
▷７月以降＝こもち幼稚園
定員　１日８人まで
※満１歳未満の児童は４人まで
利用料　無料

会議　必要に応じて開催（年４回程度を予定）
報償　日額6，100円
応募資格　応募日現在、次の全てに該当する人
▷市内に住所を有し、今後も渋川に住む予定のあ
る満1８歳以上の人
▷国や地方公共団体の議員、常勤の職員でない人　
▷市の他の附属機関等の委員になっていない人
▷市の児童生徒にとって望ましい教育環境の構築
に向けて、建設的で前向きな考えを持つ人
応募方法　応募申込書に必要事項と「応募の動機

（400字以内）」を記入の上、郵送（〒３７７-８501･石原
８0）、 フ ァ ク ス（㉒2132）、 メ ー ル（edu-k@city.
shibukawa.gunma.jp）または直接持参で教育総務
課へ
※申込書は、教育総務課、または市ホームページ
からダウンロードできます
※提出された書類は返却しません
応募期限　４月25日（金）必着
決定方法　選考により決定
※選考結果を応募者全員に文書により通知します
その他　委員の氏名や発言内容について公表する
場合があります

小中学校適正規模･適正配置検討委員を募集します
　 ID　１200６

〈利用に関する手続き〉
①利用を希望する幼稚園へ利用　
　相談
②幼稚園へ利用申込書の提出
③市から利用承諾通知書の送付
④幼稚園へ利用日の予約
※予約方法は、別途お知らせし
ます
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　本市の課題解決と魅力向上を目的として、まち
づくりに役立つ講演会などを市内で開催する団体
に補助金を交付します。
　詳しくは、本政策戦略課(ＴＥＬ㉕８４１９)へ。

対象事業の例　共生社会、女性活躍、少子化や人
口減少対策、産官学金労の連携、防災、移住･定住、
子育て、地域産業の振興、SDGs推進、DXなど
補助対象　３人以上の団体で、半数以上が本市住
民であることなど
補助金額　限度額50万円(補助率10分の10)
申請方法　補助金交付申請書に必要事項を記入
し、必要書類を添えて、政策戦略課へ

まちづくり講演会などを
開催する団体を支援します

　市は、医薬品の研究開発から製造･販売までを
行う複合型医薬品企業であり、家庭での配置薬販
売やドラッグストアなどを展開する(株)富士薬品
と、包括的な連携協定を締結しました。
　この協定に基づき、セルフメディケーションの
強化や災害時の医薬品の供給協力、熱中症特別警
戒アラート発表時の
クーリングシェルタ
ーの開設、市からの
情報発信の支援など、
市民の健康づくりや
安全･安心なまちづ
くりに協働して取り
組んでいきます。
　詳しくは、本政策
戦略課（ＴＥＬ㉕８41９）へ。

富士薬品と包括連携
協定を締結しました

　

　 ID　１１292

ID　６9８2

　経済的負担を軽減して市民の定住促進を図るた
め、列車を利用して東京都、神奈川県、千葉県の
大学等に通学する大学生などへ補助金を交付しま
す。
　詳しくは、本市民協働推進課(ＴＥＬ㉒２４０１)へ。

対象　▷東日本旅客鉄道（株）などが運行する列車
の通学定期券を利用している大学生（本人のみ）
▷通学定期券の購入に要する経費に対して他の補
助金の交付を受けていない　▷市税に滞納がない　
対象期間　東京都等の大学などに通学を開始した
日の属する月から学校教育法が定める修業年限以
内で、令和７年４月１日以降に購入したもの
対象額･補助額　一会計年度につき▷新幹線の利
用がある場合＝１万円/月（12万円/年）　▷新幹線
などの利用がない場合＝5，000円/月（６万円/年）
申請手続　市ホームページを確認するか、市民協
働推進課へ問い合わせてください
その他　有効期間中の定期券のコピーがない場合
は補助金の対象となりませんので、必ず申請時ま
で保管してください

市内から東京都などへの
大学等通学定期代を補助

　 ID　１１299

　「広報しぶかわ」
は、今号から表紙の
デザインを変えて
お届けします。市民
投票で決定したタ
イトルロゴを使用
して、発行月や目次
などを見やすいよ
うに一新しました。
　引き続き、市民の
皆さんの声を聞くた
めのアンケートを行っています。令和７年度も、
皆さんに親しんでもらい、興味をもって読んで
もらえるような紙面作りを目指します。
　詳しくは、本広報室（ＴＥＬ㉒21８2）へ。

広報しぶかわ広報しぶかわ

表紙を一新してお届けします
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